
低価格を強調する広告に要注意！
～その注文、定期購入になっていませんか？～

● 各消費生活センターの相談窓口 ●

福岡県 ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

福岡市 ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可※第３土曜日は１３：００まで）

＊消費者ホットライン TEL（局番なし）１８８（いやや！）

（あなたの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口をご案内します）

※ナビダイヤル通話料金が発生します

消費生活トラブル注意報 第５７号 ２０２２年１２月

事例提供：福岡市消費生活センター 発行：福岡県消費生活センター

（アドバイス）

👉通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

返品については事業者が決めた特約に従うことになります。

👉注文する前に最終確認画面で「１回限りの購入か」、「２回目以降の

価格はいくらか」、「解約の方法」を必ず確認しましょう。

👉証拠を残すため、最終確認画面のスクリーンショットを残しておき、

事業者に連絡した場合は、その記録も残しておきましょう。

👉令和４年６月１日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、

契約を取り消せる可能性があります。

トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの地域の消費生活センター

に相談しましょう。

（相談事例）

画像専用ＳＮＳで、定価１万円のダイエットサプリメントが

「初回５００円」で購入できるという広告を見て、お得だと思い

クレジットカード決済で注文した。しかし、商品が届いた１か月

後、２回目の商品を発送したという通知メールが届いたため、

販売サイトをよく確認したところ、初回お試し価格の商品を注文

すると自動的に定期購入になることがわかった。

解約期間は発送予定日の１週間前までとのことなので、２回目の

代金は仕方なく支払ったが、翌月届く予定の３回目からは解約し

たいので、販売店に何度も電話をかけているが全くつながらない。

どうしたらよいか。

「消費者庁
イラスト集より」

ダイエットサプリ
通常価格

１０，０００円

初回５００円
今すぐ注文する


